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○

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
短
期
投
資
法
人
債
の
発
行
の
要
件
）

（
短
期
投
資
法
人
債
の
発
行
の
要
件
）

第
百
九
十
二
条

法
第
百
三
十
九
条
の
十
三
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
百
九
十
二
条

法
第
百
三
十
九
条
の
十
三
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
目
的
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

定
め
る
目
的
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
資
産
（
令
第
九
十
八
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
資
産
に
限
る
。
次
項
第

一

特
定
資
産
（
令
第
九
十
八
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
資
産
に
限
る
。
次
項
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
得
に
必
要
な
資
金
の
調
達

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
得
に
必
要
な
資
金
の
調
達

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２

法
第
百
三
十
九
条
の
十
三
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件

２

法
第
百
三
十
九
条
の
十
三
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

一

発
行
を
予
定
す
る
短
期
投
資
法
人
債
に
つ
い
て
指
定
格
付
機
関
（
企
業
内

容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
第
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
指
定

格
付
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か

ら
金
融
庁
長
官
が
指
定
格
付
機
関
ご
と
に
指
定
し
た
格
付
を
取
得
し
て
い
る

こ
と
。

一
～
四

（
略
）

二
～
五

（
略
）

３

法
第
百
三
十
九
条
の
十
三
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は

３

法
第
百
三
十
九
条
の
十
三
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
場
合
と
す
る
。

一

い
ず
れ
か
の
特
定
短
期
投
資
法
人
債
（
発
行
を
予
定
す
る
短
期
投
資
法
人

一

発
行
を
予
定
す
る
短
期
投
資
法
人
債
に
つ
い
て
指
定
格
付
機
関
か
ら
前
項

債
の
発
行
に
よ
り
調
達
し
た
資
金
を
も
っ
て
償
還
が
行
わ
れ
る
短
期
投
資
法

第
一
号
に
規
定
す
る
格
付
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
。

人
債
を
い
う
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。
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号
ま
で
に
掲
げ
る
目
的
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
発
行
を
予
定

イ

い
ず
れ
か
の
特
定
短
期
投
資
法
人
債
（
発
行
を
予
定
す
る
短
期
投
資
法

す
る
短
期
投
資
法
人
債
の
元
本
の
償
還
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
短
期
投
資
法

人
債
の
発
行
に
よ
り
調
達
し
た
資
金
を
も
っ
て
償
還
が
行
わ
れ
る
短
期
投

人
債
の
総
額
の
払
込
み
の
あ
っ
た
日
か
ら
一
年
未
満
の
日
と
す
る
確
定
期
限

資
法
人
債
を
い
う
。
ロ
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
一
項
第
一
号

の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
目
的
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、

二

い
ず
れ
か
の
特
定
短
期
投
資
法
人
債
が
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
目
的
に

発
行
を
予
定
す
る
短
期
投
資
法
人
債
の
元
本
の
償
還
に
つ
い
て
、
当
該
特

よ
り
発
行
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
発
行
を
予
定
す
る
短
期
投
資
法
人
債
の

定
短
期
投
資
法
人
債
の
総
額
の
払
込
み
の
あ
っ
た
日
か
ら
一
年
未
満
の
日

元
本
の
償
還
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
短
期
投
資
法
人
債
の
総
額
の
払
込
み
の

と
す
る
確
定
期
限
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

あ
っ
た
日
か
ら
六
月
未
満
の
日
と
す
る
確
定
期
限
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

ロ

い
ず
れ
か
の
特
定
短
期
投
資
法
人
債
が
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
目
的

に
よ
り
発
行
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
発
行
を
予
定
す
る
短
期
投
資
法
人

債
の
元
本
の
償
還
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
短
期
投
資
法
人
債
の
総
額
の
払

込
み
の
あ
っ
た
日
か
ら
六
月
未
満
の
日
と
す
る
確
定
期
限
の
定
め
が
あ
る

こ
と
。

４

前
項
に
お
い
て
、
特
定
短
期
投
資
法
人
債
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
短

４

前
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
、
特
定
短
期
投
資
法
人
債
（
こ
の
項
の
規

期
投
資
法
人
債
と
み
な
さ
れ
る
短
期
投
資
法
人
債
を
含
む
。
）
の
発
行
に
よ
り

定
に
よ
り
特
定
短
期
投
資
法
人
債
と
み
な
さ
れ
る
短
期
投
資
法
人
債
を
含
む
。

調
達
し
た
資
金
を
も
っ
て
償
還
が
行
わ
れ
る
短
期
投
資
法
人
債
は
、
特
定
短
期

）
の
発
行
に
よ
り
調
達
し
た
資
金
を
も
っ
て
償
還
が
行
わ
れ
る
短
期
投
資
法
人

投
資
法
人
債
と
み
な
す
。

債
は
、
特
定
短
期
投
資
法
人
債
と
み
な
す
。


